
は
　
じ
　
め
　
に

一
八
九
八
年
の
米
西
戦
争
を
経
て
、
ハ
ワ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
は
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
統
治
下
に
置
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
の
人
々
は
、
合
衆
国
の

「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
信
じ
て
、
自
ら
の
島
の
独
立
や
合
衆
国
の
州
と
し
て
の
併
合

を
そ
れ
ぞ
れ
期
待
し
て
い
た
。
し
か
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
プ
エ
ル
ト
リ
コ
は
植
民
地

と
さ
れ
て
、
住
民
に
は
連
邦
市
民
権
す
ら
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
ハ
ワ
イ
も
、
選
挙

権
を
持
つ
「
有
色
人
種
」
の
人
口
が
問
題
視
さ
れ
た
結
果
、
一
九
五
九
年
ま
で
正
式

な
州
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

一
方
、
合
衆
国
本
国
の
ア
メ
リ
カ
先
住
民
も
、
ハ
ワ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
プ
エ
ル

ト
リ
コ
の
人
々
に
類
す
る
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
。
十
九
世
紀
ま
で
の
合
衆
国
に
よ

る
軍
事
的
征
服
の
結
果
、「
従
属
民
」
と
さ
れ
た
先
住
民
は
、
連
邦
政
府
が
直
轄
統

制
し
た
「
内
国
植
民
地
」
と
い
え
る
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
保
留
地
」
へ
の
定
住
が
強
い

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
先
住
民
は
、
一
定
期
間
私
有
農
地
を
維
持
す

る
こ
と
で
市
民
権
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
法
律
（
通
称
、
ド
ー
ズ
法
）
に
よ
り
認
め

ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
先
住
民
は
移
動
の
自
由
や
投
票
権
、
白
人
と
の
結
婚
が
法

に
よ
り
制
限
さ
れ
て
い
た
し
、
ド
ー
ズ
法
に
よ
っ
て
市
民
権
を
得
た
者
も
一
部
に
止

ま
り
、
そ
の
多
く
は
「
従
属
民
」
の
ま
ま
だ
っ
たq

。

両
者
の
類
似
性
は
偶
然
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
二
十
世
紀
初
頭
の
海
外
領
土
の

統
治
は
、
十
九
世
紀
の
先
住
民
統
治
の
経
験
が
生
か
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
例
え
ば
、
先
住
民
行
政
に
関
わ
っ
た
人
物
を
植
民
地
政
策
決
定
者
は
重
用
し
て

い
る
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
、
セ
オ
ド
ア
・
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
、
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
Ｈ
・
タ
フ
ト
ら
も
、「
二
つ
の
問
題
」
の
類
似
性
を
公
言
し
て
い
るw

。
そ
し

て
、
実
際
に
施
行
さ
れ
た
政
策
も
、
両
者
に
共
通
す
る
要
素
が
多
く
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
政
治
家
以
外
に
も
、「
二
つ
の
問
題
」
の
類
似
性
を
公
言

し
た
者
達
が
い
た
。
そ
れ
は
、
十
九
世
紀
末
以
降
、
国
内
の
人
種
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
改

革
を
指
導
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
白
人
改
革
者
達
（
※
以
下
人
種
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
改

革
者
と
記
）
で
あ
る
。
本
稿
の
分
析
対
象
と
な
る
彼
ら
は
、
牧
師
、
宣
教
師
、
雑
誌

編
集
者
、
教
育
者
な
ど
の
職
に
就
き
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
教
会
の
社
会
活
動
に
強

い
関
心
を
向
け
た
東
部
都
市
部
の
中
・
上
流
階
級
で
あ
る
。
著
名
な
先
住
民
改
革
者
、

黒
人
改
革
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
彼
ら
は
、
同
じ
「
有
色
人
種
の
問
題
」
と
し
て
、

ハ
ワ
イ
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
住
民
改
革
に
も
着
手
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
改
革
運
動
の
中
心
と
な
っ
た
組
織
の
一
つ
が
、
モ
ホ
ン
ク
湖
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
友
愛
者
会
議
で
あ
るe

。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
リ
ゾ
ー
ト
施
設
で
毎
年
秋
に
開
催

さ
れ
た
こ
の
会
議
は
、
人
種
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
改
革
者
達
に
よ
る
先
住
民
改
革
の
中
心

機
関
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
九
八
年
に
、「
今
年
度
中
に
ア
メ
リ
カ
人
が
面
倒
を

み
る
方
向
に
進
ん
で
い
る
、
劣
っ
た
人
種
を
含
む
何
百
万
の
人
々
に
関
わ
る
問
題
」

331

一
二
五

「
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
改
革
」
か
ら
「
植
民
地
改
革
」
へ

「
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
改
革
」
か
ら
「
植
民
地
改
革
」
へ

―
人
種
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
「
改
革
」
者
の
ハ
ワ
イ
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
プ
エ
ル
ト
リ
コ

「
改
革
」
へ
の
関
与
（
一
九
〇
〇
〜
一
九
一
〇
年
）
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を
議
論
す
べ
き
で
あ
る
と
会
議
の
議
長
が
促
し
た
の
を
契
機
に
、
一
九
〇
〇
年
か
ら

フ
ィ
リ
ピ
ン
・
プ
エ
ル
ト
リ
コ
・
ハ
ワ
イ
の
住
民
改
革
に
つ
い
て
も
議
論
の
対
象
に

加
え
て
い
るr

。

先
住
民
改
革
に
関
し
て
い
え
ば
、
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
の
段
階
で
、
モ
ホ
ン
ク
湖

会
議
は
一
定
の
社
会
的
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
会
議
指

導
部
（
議
長
・
議
場
委
員
）
を
構
成
し
た
人
種
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
改
革
者
達
は
、
先
住

民
改
革
の
二
十
年
来
の
ベ
テ
ラ
ン
と
し
て
す
で
に
評
価
さ
れ
て
い
た
し
、
ラ
ザ
フ
ォ

ー
ド
・
Ｂ
・
ヘ
イ
ズ
や
、
Ｔ
・
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
な
ど
の
有
力
な
政
治
家
・
官
僚
・
陸

軍
将
官
を
会
議
に
招
聘
す
る
こ
と
で
、
世
論
の
関
心
を
引
く
こ
と
に
も
成
功
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
会
議
指
導
部
は
連
邦
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
長
や
居
留
地
の
行
政

官
な
ど
の
実
務
担
当
者
も
積
極
的
に
招
聘
す
る
な
ど
し
て
、
現
実
性
・
実
効
性
の
あ

る
改
革
を
立
案
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、「
先
住
民
改
革
の
専
門
家
」
に
よ
る
公
式

見
解
と
し
て
、
会
議
の
決
議
は
、
議
会
に
お
け
る
法
律
制
定
や
行
政
施
策
に
多
大
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
。

モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
に
て
扱
わ
れ
た
議
題
は
、
先
住
民
の
市
民
的
権
利
や
政
治
的
権

利
、
強
制
教
育
に
よ
る
「
文
明
化
」、
宣
教
に
よ
る
「
キ
リ
ス
ト
教
化
」、
行
政
の
効

率
化
な
ど
多
岐
に
渡
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
議
論
の
前
提
に
は
、「
劣
等
で
あ
る
」

先
住
民
が
一
世
代
で
白
人
文
明
を
獲
得
す
る
こ
と
は
「
人
種
的
に
」
不
可
能
と
す
る
、

改
革
者
の
共
通
認
識
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
先
住
民
の
市
民
的
権
利
や
選
挙
権

が
制
限
さ
れ
た
の
も
、「
人
種
と
し
て
み
た
と
き
、
白
人
ほ
ど
成
熟
し
て
い
な
い
」

先
住
民
に
そ
れ
ら
を
行
使
さ
せ
る
の
は
社
会
の
危
機
を
招
く
と
い
う
会
議
の
見
解
が

政
策
に
反
映
さ
れ
た
結
果
と
み
な
せ
るt

。

一
方
、
ハ
ワ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
住
民
改
革
に
関
し
て
い
え
ば
、

一
九
〇
〇
年
代
初
頭
に
お
い
て
、
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
は
、
現
地
に
関
す
る
一
次
的
な

情
報
が
手
に
入
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
議
論
の
方
向
性
さ
え
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
会
議
指
導
部
は
、
陸
軍
省
島
嶼
局
の
関
係
者
や
、
植
民
地
行
政
府
の
官
僚
、

宣
教
師
な
ど
の
植
民
地
問
題
の
専
門
家
を
新
た
に
招
聘
す
る
こ
と
に
し
た
。
自
身
の

先
住
民
改
革
の
経
験
と
、
専
門
家
の
も
た
ら
す
植
民
地
の
情
報
を
突
き
合
わ
せ
て
、

会
議
と
し
て
の
公
式
見
解
を
作
り
上
げ
る
た
め
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
会
議

指
導
部
は
、
先
住
民
改
革
に
関
す
る
議
論
の
枠
組
み
を
踏
襲
し
て
、
ハ
ワ
イ
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
住
民
の
市
民
的
・
政
治
的
権
利
、「
文
明
化
」、
キ
リ
ス
ト

教
の
布
教
な
ど
に
関
し
て
議
論
を
重
ね
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
〇
〇
年
代
後
半
ま
で

に
、
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
は
、
海
外
領
土
の
住
民
を
改
革
対
象
に
含
め
た
、
本
国
民
間

人
に
よ
る
唯
一
の
改
革
会
議
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

次
節
以
降
、
本
稿
は
、
一
九
〇
〇
年
代
の
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
を
主
な
分
析
対
象
と

し
な
が
ら
、
当
時
の
ハ
ワ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
住
民
改
革
に
つ
い

て
論
じ
て
い
く
。
具
体
的
に
は
、
会
議
で
な
さ
れ
た
議
論
の
う
ち
、
こ
れ
ら
住
民
の

「
人
種
」
と
し
て
の
能
力
と
、
政
治
的
諸
権
利
の
運
用
能
力
に
関
わ
る
議
論
と
を
抽

出
し
て
、
先
行
し
た
先
住
民
改
革
が
そ
の
議
論
の
形
成
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た

か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
さ
し
あ
た
っ
て
、
第
一
節
で
は
、
先
行
す
る
研

究
を
紹
介
し
、
本
稿
を
研
究
史
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
く
。

第
一
節
　
研
究
史
と
本
稿
の
課
題

■
大
陸
膨
張
と
帝
国
主
義
の
連
続
性
■
　
本
稿
は
、
十
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
大
陸
膨

張
と
二
十
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
の
連
続
面
の
考
察
を
第
一
義
的
な
目
的
と

し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
米
西
戦
争
以
降
の
帝
国
主
義
を
ア
メ
リ
カ
史
に
お

け
る
一
時
的
な
例
外
と
み
な
す
歴
史
観
を
批
判
し
た
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
学
派
に
よ
っ

て
、
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
研
究
は
、
合
衆
国

の
商
業
的
利
害
に
注
目
し
な
が
ら
、「
非
公
式
植
民
地
」
支
配
と
し
て
の
両
時
代
の

連
続
性
を
分
析
す
る
こ
と
に
集
中
し
た
。
そ
の
た
め
、
合
衆
国
に
よ
っ
て
「
公
式
な
」
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植
民
地
統
治
が
な
さ
れ
た
先
住
民
保
留
地
や
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
歴

史
に
つ
い
て
、
彼
ら
は
概
し
て
無
関
心
だ
っ
たy

。

こ
の
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
学
派
の
欠
落
点
は
、
近
年
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
批

判
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、「
人
種
」
や
「
市
民
権
」
な
ど
の
概
念
を
用
い
る
こ
と

で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
の
公
式
植
民
地
の
歴
史
を
通
史
に
取
り
込
も
う
と
し
て
い
るu

。

な
か
で
も
重
要
な
の
が
、
マ
シ
ュ
ー
・
Ｆ
・
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
の
研
究
（
二
〇
〇
〇

年
）
で
あ
る
。
彼
は
、
十
九
世
紀
末
の
国
内
移
民
と
二
十
世
紀
初
頭
の
植
民
地
住
民

と
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
人
の
認
識
に
は
、
思
想
的
な
共
通
性
・
連
続
性
が
あ
る
と
主

張
し
た
。
そ
れ
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
人
が
、
市
場
・
労
働
力
と
し
て
両
者
を
社
会

に
不
可
欠
な
存
在
と
考
え
た
一
方
で
、「
人
種
」
的
な
見
地
か
ら
み
て
、
自
治
や
市

民
権
へ
の
適
正
が
欠
け
た
「
社
会
の
脅
威
」
と
も
両
者
を
考
え
て
い
た
と
い
う
、
相

反
す
る
二
つ
の
思
想
の
共
通
性
・
連
続
性
で
あ
るi

。

彼
の
研
究
は
、
ア
メ
リ
カ
先
住
民
に
関
し
て
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
い
と
は
い
え
、

「
公
式
植
民
地
」
の
重
要
性
を
ふ
ま
え
て
の
「
ア
メ
リ
カ
例
外
主
義
」
批
判
と
し
て

重
要
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
思
想
的
な
共
通
性
・
連
続
性
の
指
摘
は
、
十
九
世
紀
末
の

「
人
種
」
に
関
す
る
国
内
史
研
究
と
、
二
十
世
紀
初
頭
以
降
の
植
民
地
史
・
帝
国
史

研
究
と
を
関
連
づ
け
て
分
析
す
る
道
を
開
い
た
の
で
あ
る
。

■
先
住
民
史
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
史
と
の
連
続
性
■
　
一
方
、
十
九
世
紀
の
先
住
民
史
と

一
九
〇
〇
年
代
前
半
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
史
と
の
連
続
性
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
〇
年
以

降
に
数
例
の
研
究
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
軍
事
政
策
に
お
け
る
共
通
性
を
指
摘
し

た
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
Ｃ
・
ミ
ラ
ー
や
ラ
ッ
セ
ル
・
ロ
ス
の
研
究
、
連
邦
先
住
民
政
策

と
初
期
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
策
の
連
関
を
論
じ
た
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
Ｌ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の

研
究
で
あ
るo

。

こ
れ
ら
は
、
主
に
植
民
地
史
家
に
よ
る
論
考
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
な

る
と
、
先
住
民
史
家
に
よ
る
成
果
も
二
点
現
れ
た
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
ア
ン
・
ポ
ー

レ
ッ
ト
の
博
士
論
文
は
、
劣
っ
た
「
従
属
者
」
と
し
て
の
先
住
民
イ
メ
ー
ジ
が
、
フ

ィ
リ
ピ
ン
植
民
地
に
い
か
に
輸
出
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る!0

。

■
連
続
性
へ
の
批
判
的
見
解
■
　
こ
の
よ
う
に
、
最
近
二
十
年
の
研
究
で
は
、
十
九

世
紀
国
内
史
と
二
十
世
紀
植
民
地
史
と
を
連
続
し
て
捉
え
る
見
方
が
支
持
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
昨
今
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
史
研
究
者
の
一
部
か
ら
、
十
九
世
紀
と
の
連
続

性
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
へ
の
懸
念
が
表
明
さ
れ
て
い
る!1

。

と
り
わ
け
、
ポ
ー
ル
・
Ａ
・
ク
レ
ー
マ
ー
の
研
究
（
二
〇
〇
六
年
）
は
重
要
で
あ

る
。
彼
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
植
民
地
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
人
の
「
人
種
」
認
識
は
、
植

民
地
で
「
異
人
種
」
と
接
触
す
る
こ
と
で
変
化
し
た
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
十

九
世
紀
本
国
に
お
け
る
「
異
人
種
」
経
験
の
「
輸
出
」
や
「
先
鋭
化
」
と
し
て
で
は

な
く
、
同
時
代
に
生
じ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
出
来
事
や
世
界
的
な
帝
国
主
義
の
動
き
を

ふ
ま
え
た
現
象
と
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
史
を
捉
え
る
べ
き
と
、
彼
は
い
う
の
で
あ
る
。

ク
レ
ー
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
実
施
さ
れ
た
政
策
も
そ
れ
ま
で
の
本
国

の
「
人
種
政
策
」
を
模
倣
し
た
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
植
民
地
官
僚
は
、
フ

ィ
リ
ピ
ン
人
エ
リ
ー
ト
と
の
協
力
関
係
を
構
築
す
る
た
め
に
、
自
治
能
力
な
ど
に
関

す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
「
潜
在
能
力
」（
見
込
み
）
を
強
調
す
る
楽
観
的
な
進
歩
思
想

に
基
づ
く
、
新
し
い
「
有
色
人
種
」
認
識
を
生
み
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

彼
に
よ
れ
ば
、
一
九
〇
七
年
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
議
会
選
挙
を
始
め
と
し
た
出
来
事
を
通

し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
「
潜
在
能
力
」
に
関
す
る
植
民
地
官
僚
の
評
価
は
次
第
に

改
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
エ
リ
ー
ト
を
含
む
フ
ィ
リ
ピ
ン

人
種
の
能
力
を
悲
観
的
に
評
価
し
つ
つ
、
政
策
を
立
案
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た!2

。

■
本
稿
の
課
題
■
　
ク
レ
ー
マ
ー
の
研
究
は
、
国
内
史
と
植
民
地
史
と
の
連
続
性
を

主
張
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
一
石
を
投
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先

住
民
改
革
と
ハ
ワ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
住
民
改
革
と
の
連
続
性
を
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論
じ
よ
う
と
試
み
る
以
上
、
本
稿
も
彼
の
指
摘
を
無
視
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

彼
の
研
究
は
、
植
民
地
官
僚
な
ど
の
分
析
が
中
心
で
、「
植
民
地
問
題
」
に
関
わ
っ

た
全
て
の
人
々
を
網
羅
的
に
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
議
論
は
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
植
民
地
に
関
す
る
話
題
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ク
レ
ー

マ
ー
の
指
摘
が
ア
メ
リ
カ
植
民
地
史
全
体
に
適
応
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
も

検
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
に
お
け
る
議
論
を
分
析
し
、
十
九
世
紀

末
の
先
住
民
改
革
と
一
九
一
〇
年
代
の
ハ
ワ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
改

革
と
の
思
想
史
的
な
連
続
性
の
有
無
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
そ
の
際
、
本
稿
は
、

会
議
出
席
者
を
主
に
以
下
の
三
つ
に
分
類
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
に
つ
い
て
分
析

し
て
い
く
。

第
一
に
、
会
議
に
招
聘
さ
れ
た
、
植
民
地
官
僚
を
始
め
と
し
た
植
民
地
関
係
者
で

あ
る
。
ク
レ
ー
マ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
彼
ら
が
、
先
住
民
に
対
す
る
会
議
の
従

来
の
認
識
と
区
別
し
う
る
、
新
し
い
「
有
色
人
種
」
に
対
す
る
認
識
を
会
議
に
も
た

ら
し
た
か
に
つ
い
て
、
ま
た
、
一
九
〇
〇
年
代
に
生
じ
た
出
来
事
を
通
し
て
彼
ら
が

そ
の
主
張
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
検
証
し
た
い
。

第
二
に
、
会
議
の
運
営
サ
イ
ド
だ
っ
た
会
議
指
導
部
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
当
時
す

で
に
著
名
な
人
種
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
改
革
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
彼
ら
が
、
植
民
地
関
係

者
の
演
説
を
受
け
て
、「
有
色
人
種
」
全
般
に
関
す
る
従
来
の
見
解
を
変
え
た
か
ど

う
か
を
分
析
し
た
い
。

第
三
に
、
会
議
に
参
加
し
た
雑
誌
記
者
や
編
集
者
で
あ
る
。
会
議
の
社
会
的
意
義

や
世
論
形
成
へ
の
影
響
力
を
示
す
た
め
に
は
、
彼
ら
の
分
析
は
欠
か
せ
な
い
。
そ
こ

で
、
本
稿
は
、
各
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
の
記
事
に
注
目
す
る
こ
と

で
、
会
議
の
議
論
が
合
衆
国
社
会
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
発
信
さ
れ
て
い
た
か
に
注

目
す
る
。

こ
れ
ら
の
分
類
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
次
節
以
降
は
、
一
九
〇
〇
年
代
の
会
議
に
お

い
て
な
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
、
ハ
ワ
イ
の
住
民
改
革
に
関
す
る
議

論
を
概
観
し
て
い
く
。

第
二
節
　
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
の
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
の
議
論

（
一
九
〇
〇
〜
一
九
〇
四
年
）

モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
は
、
一
九
〇
〇
年
に
ハ
ワ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ

の
住
民
改
革
を
議
題
に
加
え
た
。
こ
れ
は
、
国
内
の
「
ニ
グ
ロ
と
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と

い
う
劣
っ
た
人
種
達
」
に
な
し
て
き
た
改
革
を
、
ハ
ワ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
プ
エ
ル

ト
リ
コ
の
「
ほ
と
ん
ど
才
能
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
人
種
」
の
問
題
解
決
の
た
め
の
先

例
に
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
の
も
の
で
あ
っ
た!3

。

こ
の
方
針
は
、
会
議
出
席
者
に
全
会
一
致
で
支
持
さ
れ
た
。
決
議
文
で
も
、「
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
問
題
の
賢
明
な
解
決
を
遅
ら
せ
た
（
過
去
の
）
間
違
い
を
熟
慮
す
る
」

の
が
、
ハ
ワ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
「
問
題
」
を
解
決
す
る
た
め
の

会
議
の
最
初
の
義
務
で
あ
る
と
記
さ
れ
た
。
会
議
に
つ
い
て
の
記
事
を
掲
載
し
た
各

雑
誌
も
、
会
議
の
声
明
を
歓
迎
し
て
そ
の
役
割
に
期
待
を
よ
せ
た!4

。

■
ハ
ワ
イ
先
住
民
の
政
治
的
権
利
■
　
し
か
し
な
が
ら
、
初
期
の
四
年
間
に
お
い
て
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
と
プ
エ
ル
ト
リ
コ
に
関
し
て
実
り
あ
る
議
論
が
な
さ
れ
た
と
は
い
え
な

い
。
と
い
う
の
も
、
植
民
地
官
僚
な
ど
、
現
地
経
験
の
あ
る
専
門
家
と
の
縁
故
が
会

議
指
導
部
に
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
会
議
は
、
元
先
住
民
教
育
者
で
プ
エ
ル
ト
リ

コ
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
教
育
者
や
、
元
宣
教
師
な
ど
を
招
聘
し
て
意
見
を
聞
い
た
が
、

世
間
が
期
待
し
た
ほ
ど
の
成
果
を
生
み
出
せ
な
か
っ
た
。
実
際
に
、
演
説
の
大
半
は
、

間
接
的
情
報
し
か
持
た
な
い
会
議
指
導
部
の
も
の
だ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
、
ハ
ワ
イ
準
州
に
議
論
の
中
心
が
置
か
れ
た
の
は
当
然

と
い
え
る
。
十
九
世
紀
以
来
盛
ん
だ
っ
た
ハ
ワ
イ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
関
係
者
や
、
会
議
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草
創
期
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
故
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
Ｃ
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ

（
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
で
あ
っ
た
父
親
が
ハ
ワ
イ
王
国
時
代
の
閣
僚
）
の
縁
故
な
ど
か
ら
演

説
者
を
確
保
で
き
た
か
ら
で
あ
る!5

。

会
議
で
は
、
ハ
ワ
イ
先
住
民
の
政
治
的
権
利
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
熱
心
に
論
じ

ら
れ
た!6

。
な
ぜ
な
ら
、
ハ
ワ
イ
準
州
で
は
、
ハ
ワ
イ
先
住
民
に
選
挙
権
が
認
め
ら
れ

て
い
た
上
に
、
下
院
議
会
の
四
分
の
三
、
上
院
議
会
の
半
数
の
議
席
を
先
住
民
議
員

が
占
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

会
議
演
説
者
は
こ
の
状
況
に
つ
い
て
強
く
懸
念
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ホ
ノ
ル
ル

ユ
ニ
オ
ン
教
会
の
牧
師
だ
っ
た
ダ
グ
ラ
ス
・
Ｐ
・
バ
ー
ニ
ー
は
、「
ハ
ワ
イ
人
は
自

治
に
関
す
る
能
力
を
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
お
ら
ず
、
議
会
は
無
知
の
少
数
派
に
統
制
さ

れ
て
い
る
」
と
し
、
そ
れ
は
「
ま
る
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
統
制
を
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
の
手
に
置
き
、
議
会
選
挙
を
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
」
だ
と
批
判
し
て
い
る
。
ハ

ワ
イ
先
住
民
の
選
挙
権
に
つ
い
て
も
、
簡
単
に
扇
動
者
を
信
じ
る
ハ
ワ
イ
先
住
民
の

「
人
種
的
性
質
」
を
批
判
し
、
理
性
に
基
づ
い
て
投
票
で
き
な
い
「
人
種
的
に
子
供

な
」
先
住
民
か
ら
は
、
選
挙
権
を
剥
奪
す
る
べ
き
と
し
て
い
る!7

。
ま
た
、
オ
ア
フ
大

学
の
学
長
だ
っ
た
フ
ラ
ン
ク
・
Ａ
・
ホ
ス
マ
ー
も
、
白
人
と
の
八
十
年
間
に
渡
る
接

触
の
結
果
、
ハ
ワ
イ
先
住
民
は
、「
人
間
の
段
階
ま
で
成
長
し
て
き
た
と
は
い
え
、

ま
だ
子
供
」
で
あ
り
、
選
挙
権
は
与
え
る
べ
き
で
な
い
と
主
張
し
た!8

。

バ
ー
ニ
ー
は
、
ハ
ワ
イ
先
住
民
の
「
潜
在
能
力
」
に
つ
い
て
も
疑
い
の
眼
差
し
を

向
け
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
自
分
の
意
見
を
確
立
す
る
能
力
を
欠
き
、
騙
さ
れ
や

す
い
性
質
を
持
つ
ハ
ワ
イ
先
住
民
は
、「
あ
る
程
度
の
と
こ
ろ
ま
で
進
歩
は
で
き
る

だ
ろ
う
が
、
そ
の
と
き
進
歩
は
止
ま
る
。」
し
た
が
っ
て
、
彼
に
と
っ
て
の
現
実
的

な
改
革
案
は
、
社
会
的
危
機
を
避
け
る
た
め
に
、
彼
ら
か
ら
政
治
的
権
利
を
剥
奪
す

る
こ
と
だ
っ
た!9

。

一
方
、
会
議
指
導
部
は
、
ア
メ
リ
カ
先
住
民
以
外
の
改
革
を
扱
い
始
め
た
ば
か
り

で
あ
る
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
政
治
に
関
わ
る
案
件
を
決
議
す
る
こ
と
に
慎
重
だ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
ハ
ワ
イ
先
住
民
の
政
治
的
権
利
に
関
し
て
、
会
議
の
決
議
文
に

は
何
も
記
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
会
議
に
招
聘
し
た
ハ
ワ
イ
関
係
者
の
主
張
に
、

会
議
指
導
部
は
共
感
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
先
住
民
投

票
権
に
関
し
て
、
彼
ら
は
バ
ー
ニ
ー
ら
と
ほ
ぼ
同
じ
見
解
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
例
え
ば
、
東
部
の
著
名
な
牧
師
で
、
会
議
指
導
部
の
中
心
人
物
だ
っ
た
ラ
イ
マ

ン
・
ア
ボ
ッ
ト
は
、
投
票
権
・
参
政
権
が
万
民
に
無
条
件
に
与
え
ら
れ
る
権
利
で
は

な
い
と
す
る
立
場
か
ら
、
同
時
代
の
先
住
民
や
南
部
黒
人
な
ど
国
内
の
人
種
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
に
対
す
る
投
票
権
の
剥
奪
を
当
然
視
し
て
い
た@0

。
し
た
が
っ
て
、
ア
ボ
ッ
ト

や
そ
の
他
の
議
場
委
員
が
、
ハ
ワ
イ
先
住
民
の
政
治
的
権
利
の
制
限
を
支
持
し
て
い

た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
実
際
に
、
議
場
委
員
の
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ウ
ォ
ー
ナ
ー

は
、「
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
か
ら
二
世
代
し
か
た
っ
て
い
な
い
人
種
」、「
道
徳
、
知
的
な

本
質
が
ご
く
わ
ず
か
し
か
進
化
し
て
い
な
い
野
蛮
状
態
か
ら
ち
ょ
う
ど
現
れ
て
き
た

ば
か
り
の
人
種
」
と
ハ
ワ
イ
先
住
民
を
表
現
し
、
彼
ら
に
政
治
的
責
任
を
「
押
し
つ

け
る
」
べ
き
で
は
な
い
と
会
議
に
て
演
説
し
て
い
る@1

。

以
上
、
こ
の
項
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
に
招
か
れ
た
ハ
ワ
イ
関

係
者
に
よ
る
ハ
ワ
イ
先
住
民
の
政
治
的
権
利
に
関
す
る
主
張
は
、
ア
メ
リ
カ
先
住
民

の
権
利
を
制
限
す
る
べ
き
と
し
た
会
議
指
導
部
の
従
来
の
主
張
と
合
致
す
る
も
の
だ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
ワ
イ
関
係
者
の
演
説
は
、「
有
色
人
種
の
問
題
」
に
は
共

通
す
る
要
素
が
あ
る
と
し
た
、
指
導
部
の
当
初
の
想
定
へ
の
強
い
裏
打
ち
と
な
っ
た
。

結
果
、
指
導
部
は
自
信
を
強
め
て
、
一
九
〇
四
年
以
降
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
プ
エ
ル
ト

リ
コ
、
ハ
ワ
イ
の
住
民
に
関
す
る
討
議
時
間
を
大
幅
に
増
加
さ
せ
た
。
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第
三
節
　
一
九
〇
〇
年
代
半
ば
の
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
の
議
論

（
一
九
〇
四
〜
一
九
〇
六
年
）

モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
指
導
部
は
、
一
九
〇
四
年
に
会
議
の
運
営
方
法
を
刷
新
し
た
。

そ
れ
ま
で
先
住
民
改
革
に
関
す
る
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
一
部
だ
っ
た
ハ
ワ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
住
民
改
革
を
独
立
し
た
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
論
じ
る
こ
と
と
し
て
、

当
地
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
元
植
民
地
官
僚
や
、
現
職
の
植
民
地
官
僚
な
ど
を
招
聘
し

た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
伴
っ
て
、
会
議
は
、「
モ
ホ
ン
ク
湖
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
及
び
そ
の
他
の
従
属

民
友
愛
者
会
議
」
に
改
称
し
た
。
こ
れ
は
、「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
と
、「
そ
の
他
の
」

ハ
ワ
イ
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
「
有
色
人
種
」
と
は
、「
従
属
民
」
な

い
し
「
従
属
人
種
」
と
い
う
範
疇
に
属
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
会
議

指
導
部
の
先
住
民
経
験
が
改
革
に
も
役
立
つ
と
い
う
こ
と
を
、
対
外
的
に
表
明
し
た

も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
会
議
を
取
材
し
た
雑
誌
記
者
や
編
集
者
達
は
、
こ
の
改
称
を

高
く
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
年
以
降
、
会
議
に
関
す
る
記
事
を
以
前
に
も

増
し
て
掲
載
し
て
い
っ
た@2

。

■
行
政
官
僚
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
認
識
■
　
名
称
変
更
後
の
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
に
お
い

て
と
り
わ
け
熱
心
に
論
じ
ら
れ
た
の
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
植
民
地
に
関
し
て
だ
っ
た@3

。

こ
の
時
期
、
タ
フ
ト
民
政
期
の
植
民
地
官
僚
が
、
任
期
を
終
え
て
次
々
と
帰
国
し
て

い
た
。
会
議
指
導
部
は
、
こ
の
機
会
を
逃
さ
ず
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
植
民
地
の
教
育
長

官
を
務
め
た
フ
レ
ッ
ド
・
Ｄ
・
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
と
、
彼
の
後
任
者
で
あ
る
エ
ル
マ

ー
・
Ｂ
・
ブ
ラ
イ
ア
ン
と
い
う
二
名
の
教
育
官
僚
を
始
め
と
し
た
多
く
の
元
官
僚
を

招
聘
し
、
現
地
の
直
接
的
な
情
報
を
取
り
込
も
う
と
試
み
た@4

。

こ
の
項
で
は
、
一
九
〇
四
年
会
議
に
お
け
る
、
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
と
ブ
ラ
イ
ア
ン
の

フ
ィ
リ
ピ
ン
「
人
種
」
認
識
を
比
較
し
な
が
ら
分
析
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
各
雑
誌

を
通
し
て
、
彼
ら
の
演
説
が
合
衆
国
内
の
人
々
に
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
の

に
つ
い
て
も
、
最
後
に
触
れ
た
い
。

ブ
ラ
イ
ア
ン
の
演
説
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
「
潜
在
能
力
」
に
対
し
て
前
向
き
な

見
通
し
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
大
多
数
を
占
め
る
「
キ
リ

ス
ト
教
徒
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
」
は
、「
こ
の
会
議
の
出
席
者
が
百
年
前
の
野
蛮
人
と

は
異
な
る
」
よ
う
に
、
モ
ロ
族
な
ど
の
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
「
野
蛮
な
種
族
と
は
」

異
な
る
と
い
う
の
が
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
の
主
張
で
あ
る
。「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
フ
ィ
リ

ピ
ン
人
」
は
、
人
種
と
し
て
「
子
供
」
で
あ
り
、「
貧
し
く
、
教
育
が
な
く
、
無
知

で
あ
る
」
こ
と
を
「
事
実
」
と
し
て
認
め
る
一
方
で
、
彼
ら
の
持
つ
多
く
の
長
所
を

指
摘
し
な
が
ら
、「
人
間
が
母
語
を
獲
得
す
る
の
が
『
子
供
時
代
』
で
あ
る
こ
と
か

ら
考
え
て
も
」、
英
語
を
含
め
た
「
文
明
化
」
教
育
は
可
能
で
あ
る
と
、
ブ
ラ
イ
ア

ン
は
結
論
づ
け
て
い
る
。「
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
と
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
と
を
区
別

し
た
上
で
、
後
者
の
「
潜
在
能
力
」
を
強
調
す
る
と
い
う
彼
の
比
較
法
は
、
ク
レ
ー

マ
ー
が
そ
の
著
書
で
述
べ
た
植
民
地
官
僚
の
言
説
モ
デ
ル
と
合
致
し
て
い
る@5

。

一
方
、
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
も
、
そ
の
演
説
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
を
「
子
供
」
人
種
と
み

な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
「
潜
在
能
力
」
に
関
し
て
は
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
と
は

見
解
を
異
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
つ
い
て
、
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
は
、

「
我
々
よ
り
も
単
に
数
世
紀
若
い
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
や
、「
独
立
革
命
以
前

の
我
々
の
状
況
と
類
似
す
る
」
と
い
う
考
え
は
誤
り
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
み
な
し

て
、
彼
ら
に
自
治
や
独
立
を
認
め
れ
ば
「
深
刻
な
害
」
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
と
論

じ
る
。
ま
た
、
政
治
的
権
利
の
付
与
に
つ
い
て
も
、
選
挙
権
が
「
国
家
を
教
育
す
る

力
と
な
り
、
投
票
者
の
自
尊
を
高
め
て
い
く
と
い
う
」
考
え
方
は
危
険
で
あ
る
と
し

て
、
そ
の
付
与
に
反
対
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
上
で
、
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
は
、

「
半
文
明
化
し
た
状
況
か
ら
文
明
化
し
た
国
家
に
上
昇
さ
せ
る
こ
と
は
、
一
世
代
か

か
っ
て
さ
え
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
対
す
る
悲
観
的
な
見
通
し

を
示
し
た@6

。
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こ
の
よ
う
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
「
潜
在
能
力
」
に
つ
い
て
、
両
者
は
異
な
る
見

方
を
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
会
議
指
導
部
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
「
潜
在
能

力
」
や
そ
の
投
票
能
力
に
つ
い
て
判
断
を
示
さ
な
か
っ
た
。
指
導
部
の
多
く
は
ア
ト

キ
ン
ソ
ン
に
共
感
し
て
い
た
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
「
問
題
」
は
、
こ
の
年
初
め
て
議

題
に
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
政
治
的
権
利
が
ほ
と
ん
ど
与
え

ら
れ
て
い
な
い
当
時
に
お
い
て
は
、
あ
え
て
結
論
を
出
す
必
然
性
が
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
各
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
の
記
事
は
異
な
る
傾
向

を
み
せ
た
。
と
い
う
の
も
、『
ア
ウ
ト
ル
ッ
ク
』、『
ウ
ォ
ッ
チ
マ
ン
』、『
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
』
は
、
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
演
説
を
詳
細
に
報
じ
た
一
方
で
、
ブ
ラ

イ
ア
ン
演
説
を
ほ
と
ん
ど
無
視
し
て
い
る
の
で
あ
る@7

。
し
た
が
っ
て
、
講
読
者
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
先
住
民
と
同
じ
く
「
劣
っ
た
人
種
」
で
あ
る
と
い
う
記
事
を
、
モ

ホ
ン
ク
湖
会
議
と
い
う
権
威
が
下
し
た
結
論
と
判
断
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、

「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
」
に
対
す
る
肯
定
的
な
意
見
は
、
世
論
に
報
じ

ら
れ
る
段
階
で
消
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
こ
の
項
で
は
一
九
〇
四
年
会
議
に
お
け
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
関
す
る
ア
ト

キ
ン
ソ
ン
と
ブ
ラ
イ
ア
ン
の
演
説
を
紹
介
し
た
。
彼
ら
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
「
潜

在
能
力
」
に
つ
い
て
異
な
る
見
解
を
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
た
が
、
会
議
指
導
部
は
聞
き
役

に
徹
し
、
彼
ら
自
身
の
見
解
は
示
さ
な
か
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
の
記
事
に
は
、
は
っ
き
り

と
し
た
傾
向
が
見
い
出
せ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
記
事
を
通
し
て
世
論
に
伝
え
ら
れ
た
の

は
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
の
演
説
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
た
か
ら
あ
る
。
こ
れ
は
、
会
議
に
招
か
れ

た
記
者
達
の
思
惑
が
作
用
し
た
偏
向
記
事
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
記
者
達

は
、
先
住
民
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
な
ど
を
「
従
属
民
」
と
し
て
一
括
し
て
論
じ
て
い
た

会
議
全
体
の
議
論
を
ふ
ま
え
て
、
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
の
演
説
が
「
問
題
」
の
本
質
を
最

も
突
い
て
い
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
同
年
の
会
議
の
改
称
は
、

雑
誌
の
論
調
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
二
名
の
植
民
地
官
僚
の
意
見
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
相
違
は
、
先
住
民
教
育

関
係
者
に
も
み
ら
れ
た
こ
と
を
、
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

十
九
世
紀
末
の
先
住
民
教
育
関
係
者
は
、
有
色
人
種
の
「
潜
在
能
力
」
に
対
し
て

厳
し
い
見
方
を
し
、
と
り
わ
け
、
政
治
的
権
利
に
話
題
が
及
ぶ
際
は
、
ア
ト
キ
ン
ソ

ン
同
様
の
議
論
を
展
開
し
て
い
た@8

。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
先
住
民
教
育
関
係
者

は
、
彼
ら
が
な
し
た
具
体
的
な
改
革
の
成
果
や
意
義
を
誇
る
際
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
同
様

の
議
論
も
展
開
し
て
い
た
。
実
際
、
文
明
化
を
拒
否
す
る
「
野
蛮
な
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」

と
、
彼
ら
が
監
督
す
る
「
キ
リ
ス
ト
教
化
・
文
明
化
し
つ
つ
あ
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」

と
を
比
較
し
て
、
後
者
の
「
潜
在
能
力
」
を
評
価
す
る
論
法
は
、
先
住
民
教
育
関
係

者
の
発
言
に
も
頻
繁
に
み
ら
れ
る@9

。
そ
の
点
で
、
両
者
の
発
言
は
、
十
九
世
紀
先
住

民
史
の
延
長
線
上
に
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

■
議
場
委
員
ウ
ォ
ー
ド
の
見
解
■
　
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
「
潜
在
能
力
」
を
巡
る
意
見

の
相
違
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
議
会
選
挙
を
控
え
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
の
関
心
が
高
ま
っ

た
一
九
〇
六
年
に
は
、
会
議
指
導
部
で
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
フ

ィ
リ
ピ
ン
「
人
種
」
の
先
天
的
「
劣
等
性
」
を
信
じ
、
一
世
代
で
の
文
明
化
は
無
理

と
考
え
る
議
場
委
員
の
ア
ボ
ッ
ト
ら
多
数
派
と
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
見
地
か
ら
人
種

的
能
力
の
平
等
を
信
じ
る
議
場
委
員
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｈ
・
ウ
ォ
ー
ド
と
の
間
の
も

の
で
あ
る
。
ア
ボ
ッ
ト
ら
の
主
張
に
つ
い
て
は
次
節
に
譲
り
、
こ
の
項
で
は
、
一
九

〇
六
年
の
会
議
演
説
に
み
ら
れ
る
ウ
ォ
ー
ド
の
主
張
を
紹
介
す
る
。

ウ
ォ
ー
ド
は
、
西
欧
文
明
主
義
者
と
い
う
限
界
が
あ
る
も
の
の
、「
有
色
人
種
」

の
人
種
的
な
能
力
は
、
白
人
と
全
く
変
わ
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。
十
九
世
紀
末
以

降
、
彼
は
主
筆
を
務
め
る
『
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
』
を
通
し
て
、
中
国
人
移
民
排
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斥
や
黒
人
に
対
す
る
政
治
的
権
利
の
剥
奪
な
ど
、「
人
種
」
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
不

平
等
な
取
り
扱
い
に
反
対
し
て
い
る
。
ま
た
、
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
で
も
、
先
住
民
に

対
す
る
政
治
的
権
利
の
不
平
等
な
取
り
扱
い
に
常
に
批
判
的
で
あ
っ
た
。
ウ
ォ
ー
ド

は
、
南
北
戦
争
時
の
急
進
的
ア
ボ
リ
シ
ョ
ニ
ス
ト
の
理
念
を
こ
の
時
代
ま
で
持
ち
続

け
た
点
で
、
人
種
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
改
革
者
の
「
異
端
児
」
と
み
な
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

ア
ボ
ッ
ト
を
始
め
と
す
る
会
議
指
導
部
の
多
数
派
は
、
再
建
期
以
降
に
「
有
色
人
種
」

の
能
力
に
対
す
る
悲
観
論
に
転
じ
て
、
黒
人
や
先
住
民
の
投
票
権
な
ど
に
否
定
的
な

立
場
を
と
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

一
九
〇
六
年
会
議
に
お
い
て
、
ウ
ォ
ー
ド
は
、「
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
我
々
が
取
る

べ
き
態
度
」
と
題
さ
れ
た
演
説
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
、
彼
は
「
我
々
の
一
部
（
明

ら
か
に
ア
ボ
ッ
ト
を
想
定
し
て
い
る
）」
に
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
を
蔑
視
し
て
い
る
者
が

お
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、「
劣
等
者
で
あ
る
こ
と
」
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
強
い
て

い
る
と
批
判
す
る
。
さ
ら
に
、「
我
々
の
一
部
」
は
、
植
民
地
人
を
我
々
の
「
下
に

い
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
」
の
に
、「
犬
を
愛
す
る
が
ご
と
き
、
あ
る
種
の
情
愛

を
持
っ
て
彼
ら
を
扱
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
、
温
情
主
義
の
持
つ
欺
瞞
を
批
判
し
た
。

そ
の
上
で
、
ウ
ォ
ー
ド
は
、
日
露
戦
争
に
勝
っ
た
日
本
の
軍
事
力
や
文
化
水
準
の
高

さ
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、「
あ
ら
ゆ
る
人
種
や
人
々
は
、
文
化
的
に
遅
れ
て
い
る
と

い
う
理
由
か
ら
、（
将
来
的
に
）
我
々
と
同
じ
水
準
に
至
る
能
力
が
な
い
と
み
な
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
」
と
結
ん
だ#0

。

ウ
ォ
ー
ド
の
発
言
は
、
植
民
地
人
の
「
潜
在
能
力
」
に
つ
い
て
、
会
議
指
導
部
、

ま
た
は
人
種
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
改
革
者
全
般
が
一
枚
岩
の
見
解
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と

を
示
す
例
と
し
て
興
味
深
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
べ
き
な
の
は
、

ウ
ォ
ー
ド
発
言
の
特
殊
性
で
は
な
い
。
彼
の
発
言
が
全
く
ふ
ま
え
ら
れ
ず
に
、「
有

色
人
種
」
の
「
劣
等
性
」
を
前
提
に
し
た
議
論
だ
け
が
、
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
と
い
う

権
威
の
「
お
墨
付
き
」
の
言
説
と
し
て
報
じ
ら
れ
た
こ
と
こ
そ
問
題
な
の
で
あ
る
。

事
実
、
彼
の
発
言
は
各
雑
誌
に
お
い
て
は
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
会
議
の
決
議
に

も
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
次
節
で
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
人
々
を
政
治

的
な
「
潜
在
能
力
」
に
欠
け
た
「
劣
等
人
種
」
と
み
な
す
見
方
が
、
会
議
の
公
式
見

解
と
な
っ
て
い
く
過
程
を
追
い
た
い
。

第
四
節
　
「
従
属
民
」
改
革
会
議
と
し
て
の
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議

の
成
熟
（
一
九
〇
七
〜
一
九
一
〇
年
）

名
称
変
更
か
ら
三
年
後
、
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
に
お
け
る
ハ
ワ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、

プ
エ
ル
ト
リ
コ
に
関
す
る
議
論
は
成
熟
期
を
迎
え
た
。
一
九
〇
七
年
以
降
、
会
議
は
、

植
民
地
官
僚
の
他
、
連
邦
議
員
や
植
民
地
人
エ
リ
ー
ト
な
ど
を
広
く
集
め
て
、
植
民

地
の
政
治
的
「
問
題
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
深
め
た
。
そ
の
結
果
、
植
民
地
を
扱
う

唯
一
の
民
間
会
議
と
し
て
、
会
議
の
名
は
植
民
地
に
ま
で
知
れ
渡
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
こ
の
時
期
以
来
、
先
住
民
改
革
に
関
す
る
討
論
の
時
間
を
会
議
は

大
幅
に
縮
小
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
一
九
〇
七
年
の
議
長
声
明
に
あ
る
よ
う
に
、

「
一
般
的
な
政
策
に
関
す
る
限
り
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
問
題
は
実
質
的
に
は
解
決
し
て

い
る
」
と
会
議
指
導
部
は
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る#1

。
こ
の
時
代
、
ド
ー
ズ
法
に
よ

る
先
住
民
へ
の
市
民
権
付
与
の
延
期
を
規
定
し
た
バ
ー
ク
法
（
一
九
〇
六
年
）
が
制

定
さ
れ
た
り
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
の
連
邦
加
入
（
一
九
〇
七
年
）
の
際
に
、「
先
祖
規
定
」

に
よ
っ
て
開
化
五
部
族
以
外
の
選
挙
権
の
剥
奪
が
決
ま
っ
た
り
、
先
住
民
の
政
治
的

権
利
が
一
層
剥
奪
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た#2

。
し
か
し
、
会
議
は
、
先
住
民
改
革
が

「
成
功
裏
に
終
わ
り
つ
つ
あ
る
」
い
う
立
場
を
崩
さ
な
か
っ
た
。

■
「
マ
レ
ー
人
種
」
と
し
て
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
■
　
こ
の
時
期
の
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議

で
も
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
植
民
地
の
問
題
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
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一
九
〇
七
年
フ
ィ
リ
ピ
ン
全
国
議
会
選
挙
を
契
機
と
し
て
、
合
衆
国
の
植
民
地
支
配

に
対
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
エ
リ
ー
ト
の
「
反
抗
」
が
目
立
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

議
会
選
挙
は
、「
即
時
独
立
」
を
綱
領
に
掲
げ
た
地
方
エ
リ
ー
ト
（
地
主
）
が
支
持

す
る
政
党
で
あ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
タ
と
、
合
衆
国
の
下
で
最
終
的
な
独
立
を
目
指
す

と
し
た
都
市
エ
リ
ー
ト
が
支
持
す
る
政
党
で
あ
る
プ
ロ
グ
レ
シ
ス
タ
と
の
一
騎
打
ち

で
あ
っ
た
。
合
衆
国
の
植
民
地
官
僚
や
本
国
の
政
治
家
達
は
、
植
民
地
支
配
に
協
調

的
だ
っ
た
後
者
を
強
く
支
持
し
た
が
、
実
際
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
合
衆
国
の
支
配

に
批
判
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
タ
が
大
勝
し
て
、
第
一
党
と
な
っ
た#3

。

以
下
、
こ
の
項
で
は
、
会
議
出
席
者
が
選
挙
結
果
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
か
に

つ
い
て
、
ま
た
、
選
挙
結
果
が
彼
ら
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
認
識
に
い
か
な
る
影
響
を
与

え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
分
析
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
会
議
に
参
加

し
た
連
邦
議
員
、
植
民
地
行
政
関
係
者
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
エ
リ
ー
ト
の
演
説
を
手
が

か
り
に
し
て
、
こ
れ
ら
を
考
察
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
、
彼
ら

の
演
説
を
受
け
て
会
議
指
導
部
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
認
識
が
変
化
し
た
の
か
に
つ
い

て
、
ま
た
、
そ
の
議
論
が
各
雑
誌
で
ど
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
、

最
後
に
考
察
す
る
。

は
じ
め
に
、
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
に
お
い
て
な
さ
れ
た
連
邦
議
員
の
演
説
内
容
を
分

析
す
る
。
彼
ら
の
演
説
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
独
立
を
認
め
て
領
有
を
放
棄
す
る
べ
き

主
張
す
る
も
の
と
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
対
す
る
「
白
人
の
責
務
」
を
強
調
し
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
島
の
領
有
を
継
続
す
る
べ
き
と
す
る
も
の
と
に
、
は
っ
き
り
と
分
か
れ
た
。
こ

れ
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
議
会
選
挙
を
受
け
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
領
有
の
是
非
に
関
す
る
論

争
が
再
び
起
こ
っ
て
い
た
当
時
の
連
邦
議
会
内
の
意
見
対
立
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ

っ
た
。

前
者
の
立
場
に
立
つ
の
が
、
一
九
〇
五
年
の
タ
フ
ト
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
訪
問
団
の
一

員
だ
っ
た
マ
イ
ケ
ル
・
Ｅ
・
ド
リ
ス
コ
ル
下
院
議
員
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
演
説
で
、

選
挙
結
果
に
失
望
感
を
露
わ
に
し
た
。
そ
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
人
種
と
し
て
の

「
弱
さ
」
を
指
摘
し
た
上
で
、
合
衆
国
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
撤
退
す
べ
き
理
由
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
演
説
し
て
い
る
。

慈
善
行
為
な
い
し
博
愛
行
為
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
父
親
が
、
劣
っ
た
子
供
を
養

子
と
し
て
家
族
に
迎
え
る
こ
と
が
正
し
い
こ
と
だ
と
は
思
え
な
い
。（
そ
う
す
れ

ば
、）
社
会
的
接
触
の
結
果
、
自
ら
の
（
実
の
）
子
供
達
の
評
判
を
傷
つ
け
る
こ

と
に
な
る
（
か
ら
で
あ
る
）。
同
じ
よ
う
に
、
国
家
（
合
衆
国
）
も
劣
っ
た
住
民

（
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
）
と
そ
の
よ
う
な
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
れ
ば
、（
合
衆
国
全
体

と
し
て
の
）
市
民
の
質
が
直
ち
に
低
下
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
の
上
で
、
独
立
を
認
め
れ
ば
「
ア
ギ
ナ
ル
ド
の
よ
う
な
寡
頭
政
が
生
じ
る
」
だ

ろ
う
が
、
そ
れ
が
「
彼
ら
の
潜
在
能
力
の
限
界
」
な
ら
ば
独
立
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る

と
彼
は
述
べ
た#4

。

一
方
、
後
者
の
立
場
に
立
つ
の
は
エ
ベ
ニ
ー
ザ
ー
・
ヒ
ル
下
院
議
員
で
あ
る
。
彼

も
ド
リ
ス
コ
ル
と
同
じ
く
、
選
挙
結
果
に
失
望
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
即
時
独
立
を

求
め
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
タ
の
勝
利
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
自
ら
の
置
か
れ
た
現
状
を

理
性
的
に
判
断
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、「
白
人

の
責
務
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、
合
衆
国
は
「
彼
ら
が
自
治
の
能
力

を
持
つ
ま
で
」
面
倒
を
み
る
義
務
が
あ
る
と
、
彼
は
主
張
し
て
い
る#5

。

両
者
の
意
見
に
対
し
て
、
会
議
指
導
部
は
、
合
衆
国
に
よ
る
植
民
地
支
配
を
継
続

す
べ
き
と
す
る
ヒ
ル
の
考
え
方
を
支
持
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
」

を
将
来
的
に
合
衆
国
市
民
と
す
る
こ
と
で
合
衆
国
全
体
と
し
て
の
市
民
的
資
質
が
低

下
す
る
恐
れ
に
つ
い
て
、
会
議
指
導
部
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
ド
リ
ス
コ
ル
と

同
じ
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
。
会
議
指
導
部
は
、
ド
リ
ス
コ
ル
と
は
異
な
り
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
領
有
自
体
を
市
民
的
資
質
の
低
下
に
対
す
る
直
接
的
な
脅
威
と
考
え
な
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か
っ
た
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
州
と
し
て
の
合
衆
国
へ
の
併
合
や
、
連
邦
市
民
権
の
一

括
付
与
に
つ
い
て
は
、
市
民
的
資
質
の
低
下
を
招
く
危
険
が
あ
る
と
し
て
反
対
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
植
民
地
行
政
関
係
者
に
よ
る
演
説
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

会
議
に
は
多
く
の
官
僚
が
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
た
が
、
彼
ら
の
議
会
選
挙
に
関
す

る
評
価
は
、
次
の
点
で
共
通
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
制
限
選
挙
に
お

い
て
唯
一
投
票
で
き
た
階
層
で
あ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
エ
リ
ー
ト
の
有
権
者
が
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
タ
党
の
扇
動
に
乗
せ
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
と
、
今
回
の
選
挙
を
評
価
す
る
点

で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
エ
リ
ー
ト
は
、
そ
れ
ま
で
合
衆
国
に
よ
る
支
配
の
協
力
者

と
し
て
、
そ
の
政
治
的
な
「
潜
在
能
力
」
を
植
民
地
行
政
関
係
者
に
認
め
ら
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
こ
の
年
以
降
の
会
議
で
は
、
エ
リ
ー
ト
は
、
彼
ら
の
攻
撃
の
的
に
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
陸
軍
省
島
嶼
局
長
の
ポ
ー
ル
・
チ
ャ
ー

ル
ト
ン
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
エ
リ
ー
ト
政
治
家
と
彼
ら
の
政
党
で
あ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ス
タ
の
政
治
能
力
の
欠
如
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
に
お
い
て
、
政
治
「
政
党
」
に
類
す
る
外
観
を
持
つ
組
織
は

全
く
存
在
し
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、（
植
民
地
）
政
府
に
対
す
る
批
判
と
、

誇
大
妄
想
的
で
不
可
能
な
（
独
立
と
い
う
）
望
み
に
よ
っ
て
引
き
つ
け
ら
れ
た
、

大
部
分
が
無
知
の
者
か
ら
な
る
集
団
だ
け
で
あ
る
。

彼
は
、
さ
ら
に
、
タ
フ
ト
陸
軍
長
官
の
マ
ニ
ラ
で
の
演
説
を
引
い
て
、「
彼
ら

（
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
）
を
、
政
治
的
に
自
治
に
耐
え
得
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
は
、
一
世

代
で
は
無
理
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る#6

。

こ
の
よ
う
に
、「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
」
の
指
導
者
階
級
と
し
て
評

価
さ
れ
て
い
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
エ
リ
ー
ト
は
、
選
挙
の
結
果
、
植
民
地
行
政
関
係
者

の
信
用
を
失
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
」
を

「
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
」
と
対
照
さ
せ
て
前
者
の
進
歩
を
語
る
言
説

は
、
会
議
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

人
全
体
を
お
し
な
べ
て
「
マ
レ
ー
人
種
」
と
表
現
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
植
民
地
に
お
け

る
「
社
会
問
題
」
の
原
因
を
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
「
文
明
」
に
対
す
る
未
熟
練
で
は

な
く
、
そ
の
「
血
」
に
求
め
る
発
言
が
会
議
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

例
え
ば
、
マ
ニ
ラ
市
の
元
教
育
長
官
の
メ
ー
ソ
ン
・
Ｓ
・
ス
ト
ー
ン
は
、「
フ
ィ

リ
ピ
ン
人
は
マ
レ
ー
人
の
系
統
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
そ
の
血
が
「
マ
レ
ー
を
偉

大
で
、
力
強
く
、
永
続
的
な
国
家
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
会
議
に
お
い

て
演
説
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
人
種
的
見
地
か
ら
フ
ィ
リ
ピ

ン
人
（
＝
マ
レ
ー
人
種
）
は
自
治
や
独
立
が
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
彼
が
提
示
す
る
処
方
箋
は
「
混
血
化
」
で
あ
り
、「
マ
レ
ー
人
の
遺
伝
的
な

優
勢
が
、
そ
の
他
の
血
の
注
入
に
よ
っ
て
中
和
」
し
つ
つ
あ
る
現
状
の
進
展
に
今
後

の
希
望
を
託
し
て
い
る#7

。

ス
ト
ー
ン
の
演
説
は
、
先
述
の
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
ら
と
同
様
に
、
自
ら
の
植
民
地
経

験
に
基
づ
く
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
演
説
に
は
、
こ
の
時
期
蔓
延
し
て
い
た

「
科
学
的
」
人
種
論
（
生
物
学
的
決
定
論
）
の
影
響
が
、
以
前
よ
り
一
層
強
く
表
れ
て

い
る
。
ス
ト
ー
ン
の
よ
う
に
直
接
的
な
表
現
は
用
い
な
か
っ
た
が
、
会
議
指
導
部
も
、

こ
の
時
期
を
境
に
「
科
学
的
」
人
種
論
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
演
説
を
度
々

な
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
ス
ト
ー
ン
を
始
め
と
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
植

民
地
官
僚
の
演
説
は
、
指
導
部
を
含
め
た
会
議
全
体
の
議
論
形
成
に
影
響
を
与
え
た

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

次
に
、
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
で
な
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
エ
リ
ー
ト
の
演
説
を
紹
介

し
た
い
。
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
で
は
、
一
九
〇
七
年
以
降
、
合
衆
国
に
滞
在
し
て
い
た

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
数
名
を
会
議
に
招
聘
し
、「
従
属
民
」
の
代
表
と
し
て
演
説
す
る
こ
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と
を
依
頼
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
先
住
民
改
革
の
場
合
、
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
は
十
九
世
紀
末
以
来
、
先
住

民
を
演
説
者
と
し
て
少
数
招
い
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、「
文
明
化
」
の
支
持

者
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
一
九
〇
八
年
に
招
聘
さ
れ
た
学
校
教
師
の
オ
タ
ワ
族
の
サ

イ
モ
ン
・
レ
ッ
ド
バ
ー
ド
は
、「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
人
種
を
一
世
代
で
教
育
し
、
文
明

化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
未
開
の
土
地
で
成
長
し
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
、
単

な
る
一
人
の
子
供
で
あ
る
」
と
、
会
議
で
演
説
し
て
い
る#8

。

一
九
〇
七
年
に
招
聘
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
留
学
生
ビ
セ
ン
テ
・
ア
ル
ベ
ル
ト

も
、「
文
明
化
」
支
持
者
と
い
う
点
で
同
じ
だ
っ
た
。
彼
は
、
議
会
選
挙
に
関
し
て
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
全
て
が
即
時
独
立
を
望
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
、

合
衆
国
の
保
護
下
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
自
治
に
導
い
て
欲
し
い
と
、
そ
の
希
望
を
表

明
し
た#9

。

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
〇
八
年
に
招
聘
さ
れ
た
駐
在
代
表
の
パ
ブ
ロ
・
オ
カ
ン
ポ

は
、
彼
ら
と
は
異
な
り
、
合
衆
国
の
「
文
明
化
」
政
策
の
矛
盾
を
的
確
に
指
摘
し
て
、

即
時
独
立
を
訴
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
合
衆
国
民
に
よ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
独
立
の

た
め
の
「
潜
在
能
力
」
と
い
う
語
り
が
持
つ
問
題
性
を
彼
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。

今
日
の
合
衆
国
が
持
つ
文
明
や
文
化
と
同
水
準
の
も
の
を
持
つ
に
至
っ
た
と
、

（
フ
ィ
リ
ピ
ン
）
島
民
が
主
張
す
る
時
が
い
つ
か
は
来
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

の
時
、
進
歩
と
啓
蒙
の
（
全
世
界
的
な
）
競
争
に
お
い
て
、
合
衆
国
が
達
成
し

て
い
る
だ
ろ
う
現
在
よ
り
高
い
（
文
明
や
文
化
の
）
水
準
に
基
づ
い
て
（
フ
ィ
リ

ピ
ン
人
が
相
対
的
に
）
無
能
で
あ
る
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
、（
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
）

独
立
は
再
び
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う$0

。

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
「
潜
在
能
力
」
を
強
調
す
る
ア
メ
リ
カ
人
官
僚
や
改
革
者
の
発

言
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
将
来
的
な
独
立
を
保
証
す
る
ど
こ
ろ
か
、
半
永
久
的
な
支

配
―
従
属
関
係
し
か
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
を
、
彼
の
演
説
は
端
的
に
言
い
表
し
て
い

る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
オ
カ
ン
ポ
の
意
見
は
、
会
議
と
し
て
の
公
式
見

解
や
世
論
に
影
響
を
与
え
た
と
は
い
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
の
演
説
は
、
前
節

で
み
た
ウ
ォ
ー
ド
の
演
説
と
同
様
に
、
会
議
の
決
議
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
も
、
各
雑

誌
に
よ
っ
て
記
事
と
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、
会
議
に
招
聘
さ
れ
た
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
演
説
を
、
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
し
て

き
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
議
会
選
挙
に
関
す
る
招
聘
者
の
演
説
を
受
け
て
、

会
議
指
導
部
の
「
有
色
人
種
」
に
対
す
る
認
識
が
変
化
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
分

析
し
た
い
。
そ
の
た
め
の
具
体
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
当
時
の
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議

の
議
長
で
あ
っ
た
元
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
教
育
長
官
の
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ド
レ
ー
パ
ー

の
演
説
を
取
り
上
げ
た
い
。

ド
レ
ー
パ
ー
は
、
彼
の
議
長
演
説
の
中
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
議
会
選
挙
に
お
い
て
、

自
ら
の
「
責
任
を
十
分
に
意
識
す
る
こ
と
な
し
に
」
独
立
を
求
め
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人

エ
リ
ー
ト
に
対
し
て
、
強
い
失
望
感
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
人
が
「
早
晩
に
お
い
て
島
の
主
権
を
安
全
に
行
使
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い

話
で
あ
る
」
と
し
て
、
彼
ら
に
よ
る
独
立
要
求
を
、
向
こ
う
見
ず
な
も
の
で
あ
る
と

断
じ
た
。
加
え
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
エ
リ
ー
ト
に
与
え
ら
れ
て
い
た
政
治
的
権
利
に

つ
い
て
、
他
の
列
強
が
支
配
す
る
植
民
地
の
「
有
色
人
種
」
に
比
べ
て
与
え
す
ぎ
で

は
な
い
か
と
の
懸
念
も
口
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
発
言
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
ド
レ

ー
パ
ー
は
、
先
述
の
植
民
地
行
政
関
係
者
と
同
じ
よ
う
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
議
会
選
挙

の
結
果
を
解
釈
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

植
民
地
行
政
関
係
者
ほ
ど
直
接
的
で
は
な
か
っ
た
が
、
ド
レ
ー
パ
ー
は
、
こ
う
し

た
問
題
が
生
じ
た
原
因
の
一
つ
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
人
種
的
「
劣
等
性
」
に
あ
る
こ

と
も
示
唆
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
議
会
選
挙
の
結
果
を
厳
し
く
批
判
し

た
一
九
〇
七
年
の
演
説
で
、
彼
は
、
エ
リ
ー
ト
を
含
め
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
全
体
を
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「
外
国
か
ら
我
ら
の
下
（
本
国
）
に
来
た
何
百
万
の
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
白
人
）
移
民
と

異
な
り
、
我
々
に
同
化
す
る
と
い
う
可
能
性
を
持
た
ず
、
自
治
が
彼
ら
だ
け
で
可
能

か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
疑
い
」
が
避
け
ら
れ
な
い
「
半
野
蛮
人
な
い
し
、
完
全
な
野

蛮
人
」
と
言
い
表
し
て
い
る$1

。

こ
の
よ
う
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
全
体
を
劣
等
と
み
な
し
、
白
人
と
は
異
な
る
「
野

蛮
人
」
と
す
る
見
解
は
、
ド
レ
ー
パ
ー
以
前
の
会
議
指
導
部
の
演
説
で
は
み
ら
れ
な

い
傾
向
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
限
ら
ず
、
会
議
が
扱
っ
た

「
有
色
人
種
」
改
革
全
体
で
考
え
れ
ば
、
彼
の
見
解
に
類
す
る
も
の
は
会
議
指
導
部

に
そ
れ
以
前
か
ら
み
ら
れ
た
。
実
際
、
自
ら
（
ア
メ
リ
カ
人
）
の
意
に
沿
わ
な
い
こ

と
を
「
有
色
人
種
」
が
な
し
た
と
き
、
そ
の
行
為
を
、「
人
種
的
な
劣
等
性
」
に
起

因
す
る
「
愚
行
」
と
み
な
し
て
、
彼
ら
の
主
張
を
無
視
し
、
彼
ら
に
対
す
る
よ
り
厳

し
い
監
督
と
諸
権
利
の
制
限
を
論
じ
る
の
は
、
十
九
世
紀
末
の
先
住
民
改
革
以
来
、

モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
指
導
部
に
常
に
み
ら
れ
た
傾
向
だ
っ
た
。

最
後
に
、
各
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
の
記
事
に
つ
い
て
触
れ
て
お

き
た
い
。
記
事
で
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
問
題
が
、
十
年
単
位
で
は
解
決
で
き
な
い
長
期

戦
で
あ
る
と
す
る
議
論
や
、
独
立
は
、
現
状
の
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す

る
議
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
』
で
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
能
力
に
対
し
て
強
い
失
望
感
を
表
し
た
ド
レ
ー
パ
ー
の
議
長
声
明

の
転
載
に
多
く
の
ペ
ー
ジ
が
割
か
れ
て
い
る$2

。

そ
の
一
方
で
、
オ
カ
ン
ポ
な
ど
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
エ
リ
ー
ト
の
演
説
に
つ
い
て
は
、

各
雑
誌
と
も
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
で
な
さ
れ
た
、

独
立
に
対
す
る
肯
定
的
な
意
見
は
、
記
事
を
通
し
て
世
論
に
伝
わ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
政
治
的
な
「
潜
在
能
力
」
に
欠
け
た
「
遅
れ
た
人
種
」
で
あ

る
と
い
う
見
解
の
み
が
社
会
に
発
信
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

■
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
エ
リ
ー
ト
の
「
白
人
性
」
■
　
フ
ィ
リ
ピ
ン
植
民
地
の
場
合
と

は
異
な
り
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
植
民
地
で
は
、
民
政
当
初
か
ら
、
住
民
に
対
し
て
下
院

参
政
権
と
制
限
選
挙
権
を
認
め
て
い
た
（
フ
ォ
レ
イ
カ
ー
法
）。
そ
の
た
め
、
下
院
議

員
は
全
て
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
。
ま
た
、
合
衆
国
に
よ
っ
て
選
任

さ
れ
る
上
院
議
員
も
、
十
二
名
の
定
員
の
う
ち
、
過
半
数
を
下
回
る
五
名
が
プ
エ
ル

ト
リ
コ
人
か
ら
選
出
さ
れ
て
い
た$3

。

先
述
の
よ
う
に
、
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
は
、
一
九
〇
〇
年
か
ら
プ
エ
ル
ト
リ
コ
を
議

論
の
対
象
に
加
え
て
い
た
。
し
か
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
場
合
と
は
異
な
り
、
彼
ら
へ

の
政
治
的
権
利
の
付
与
は
問
題
視
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
比
べ

て
、
政
治
的
権
利
を
持
つ
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
の
エ
リ
ー
ト
指
導
者
が
、
合
衆
国
の
支

配
に
対
し
て
協
調
的
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
会
議
で
は
、
プ
エ
ル
ト

リ
コ
人
エ
リ
ー
ト
の
政
治
的
な
能
力
を
疑
問
視
す
る
よ
う
な
議
論
は
ほ
と
ん
ど
な
さ

れ
ず
に
、
そ
の
他
の
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
大
衆
の
「
文
明
化
」
や
教
育
が
、
議
論
の
中

心
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
先
述
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
議
会
選
挙
の
よ
う
な
、
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議

出
席
者
を
失
望
さ
せ
か
ね
な
い
「
事
件
」
が
プ
エ
ル
ト
リ
コ
に
も
起
こ
っ
た
。
こ
の

「
事
件
」
は
、
一
九
〇
八
年
の
プ
エ
ル
ト
リ
コ
議
会
に
お
い
て
、
地
方
判
事
を
任
命

制
に
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
合
衆
国
人
の
知
事
、
上
院
と
、
公
選
制
に
す
る
こ
と
を
望

ん
だ
下
院
と
の
争
い
に
端
を
発
す
る
。
プ
エ
ル
ト
リ
コ
で
は
、
意
志
決
定
の
優
越
性

は
上
院
に
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
下
院
は
、
実
質
的
に
上
院
の
決
定
に
従
う
し
か

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
下
院
は
予
算
案
の
審
議
を
拒
否
す
る
戦
略
を
と
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
国
の
連
邦
議
会
は
激
怒
し
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
下
院
議
会

で
予
算
不
成
立
の
場
合
は
、
下
院
の
承
認
を
必
要
と
し
な
い
と
す
る
フ
ォ
レ
イ
カ
ー

法
の
修
正
案
を
即
時
可
決
し
て
い
る$4

。
こ
の
「
事
件
」
は
、
新
聞
各
紙
で
も
大
き
く

報
じ
ら
れ
、
合
衆
国
本
国
で
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
。

以
下
、
こ
の
「
事
件
」
を
中
心
に
、
当
時
会
議
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
た
プ
エ
ル
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ト
リ
コ
に
関
す
る
議
論
を
紹
介
し
た
い
。
そ
し
て
、「
事
件
」
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
議

会
選
挙
の
場
合
と
同
様
に
、
選
挙
権
を
持
っ
た
エ
リ
ー
ト
の
権
利
の
制
限
に
関
す
る

議
論
や
、
彼
ら
の
「
人
種
的
な
劣
等
性
」
に
関
す
る
議
論
が
現
れ
る
契
機
と
な
っ
た

の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

は
じ
め
に
、
会
議
に
招
聘
さ
れ
た
植
民
地
官
僚
の
発
言
か
ら
、
彼
ら
に
よ
る
「
事

件
」
の
評
価
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
く
。
な
お
、
会
議
は
、
元
知
事
の
ジ
ョ
ー
ジ
・

Ｗ
・
デ
ー
ビ
ス
や
、
現
職
知
事
の
リ
ー
ジ
ス
・
Ｈ
・
ポ
ス
ト
ら
を
招
き
、
こ
の
「
事

件
」
に
関
す
る
意
見
を
聞
い
て
い
る
。

デ
ー
ビ
ス
に
よ
る
こ
の
「
事
件
」
に
関
す
る
演
説
で
は
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
エ
リ

ー
ト
へ
の
失
望
感
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
レ
イ
カ
ー
法
に
よ
っ

て
彼
ら
に
下
院
議
会
の
運
営
を
任
せ
た
の
は
、
合
衆
国
に
州
と
し
て
併
合
す
る
に
足

る
「
良
質
な
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
」
を
彼
ら
が
所
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
長
期
に

渡
っ
て
「
観
察
」
す
る
た
め
だ
っ
た
。
し
か
し
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
下
院
の
「
反
抗
」

は
、
デ
ー
ビ
ス
に
と
っ
て
、
彼
ら
の
自
治
能
力
を
疑
う
の
に
十
分
な
出
来
事
だ
っ
た
。

デ
ー
ビ
ス
は
、「
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
慣
習
通
り
に
政
府
を
運
営
し
た
経
験
の
な

い
」
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
は
、
合
衆
国
に
よ
る
「
援
助
と
効
果
的
な
監
督
な
く
し
て
」

は
自
治
を
す
る
能
力
が
な
い
と
、
彼
ら
の
政
治
能
力
に
つ
い
て
悲
観
的
に
分
析
し
て

い
る$5

。
し
か
し
な
が
ら
、
会
議
に
招
聘
さ
れ
た
プ
エ
ル
ト
リ
コ
植
民
地
官
僚
で
、
プ
エ
ル

ト
リ
コ
人
エ
リ
ー
ト
の
「
有
色
人
種
」
と
し
て
の
「
人
種
的
劣
等
性
」
が
、「
事
件
」

の
原
因
の
一
つ
で
あ
る
と
論
じ
た
者
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
彼
ら
の
選
挙
権
や
参

政
権
を
見
直
す
べ
き
と
主
張
し
た
者
も
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
前
述
の
フ
ィ
リ
ピ

ン
植
民
地
官
僚
の
事
例
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
相
違
は
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
植
民

地
官
僚
だ
け
で
は
な
く
、
指
導
部
を
含
め
た
会
議
全
体
の
発
言
に
み
ら
れ
る
傾
向
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
生
じ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
の
項
の
最

後
で
説
明
し
た
い
。

続
い
て
、
会
議
指
導
部
に
よ
る
こ
の
「
事
件
」
の
評
価
に
つ
い
て
分
析
し
た
い
。

会
議
指
導
部
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
直
接
的
に
演
説
を
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

デ
ー
ビ
ス
の
悲
観
的
分
析
を
支
持
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
実
際
に
、
一
九
一
〇

年
の
決
議
で
は
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
を
含
む
合
衆
国
の
植
民
地
全
般
に
対
し
て
、「
ア

ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
人
種
が
数
世
紀
か
け
て
発
展
さ
せ
て
き
た
技
法
は
、
こ
れ
ま
で
依

存
し
て
き
た
人
々
に
よ
っ
て
、
十
年
で
は
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
て
、

彼
ら
を
自
治
へ
と
導
く
に
は
長
期
間
に
渡
る
改
革
が
必
要
と
の
見
通
し
が
示
さ
れ
て

い
る$6

。
と
は
い
え
、
会
議
指
導
部
は
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
エ
リ
ー
ト
に
対
し
て
は
、

従
来
と
変
わ
ら
な
い
信
頼
を
表
明
し
続
け
た
。
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
エ
リ
ー
ト
が
「
人

種
的
に
劣
等
」
で
あ
る
と
い
う
意
見
や
、
彼
ら
に
政
治
的
権
利
を
与
え
す
ぎ
て
い
る

と
す
る
意
見
は
、
前
段
で
述
べ
た
プ
エ
ル
ト
リ
コ
植
民
地
官
僚
と
同
様
に
み
ら
れ
な

か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
エ
リ
ー
ト
を
除
く
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
一
般
大
衆
に
対
し
て
、
会

議
指
導
部
は
異
な
る
態
度
を
と
っ
た
。
彼
ら
は
、
一
般
大
衆
の
「
劣
等
性
」
を
指
摘

し
て
、
権
利
を
制
限
し
続
け
る
こ
と
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
プ
エ
ル
ト

リ
コ
の
将
来
に
関
係
す
る
以
下
の
二
つ
の
事
例
に
典
型
的
に
み
ら
れ
た
。

第
一
の
事
例
は
、
一
九
一
〇
年
に
議
会
に
提
出
さ
れ
た
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
法
案
を

巡
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
案
は
、
表
面
的
に
み
れ
ば
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
へ

の
連
邦
市
民
権
の
一
括
付
与
を
目
的
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
下
院
議
員
の
ハ
ー
バ

ー
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の

砂
糖
産
業
労
働
者
な
ど
の
一
般
大
衆
が
、「
雇
用
主
に
操
ら
れ
る
こ
と
」
が
な
い
よ

う
に
、
投
票
権
を
制
限
す
る
こ
と
も
同
時
に
意
図
さ
れ
て
い
た
。
会
議
は
、
こ
の
方

針
に
異
論
は
な
く
こ
の
法
案
を
決
議
に
て
支
持
し
て
い
る$7

。

な
お
、
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
法
案
の
議
論
を
巡
っ
て
、
議
場
委
員
の
ア
ボ
ッ
ト
は
、
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大
衆
の
権
利
を
よ
り
制
限
を
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
、
一
括
し
て
連

邦
市
民
権
を
付
与
す
る
こ
と
で
合
衆
国
全
体
の
「
市
民
権
の
質
」
が
下
が
る
こ
と
を

懸
念
し
、「
移
民
の
帰
化
と
類
似
す
る
過
程
に
よ
っ
て
」
選
別
し
た
上
で
付
与
す
る

べ
き
と
主
張
し
た$8

。

第
二
の
事
例
は
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
州
と
し
て
の
合
衆
国
に
編
入
す
る
こ
と
の
是

非
を
巡
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。
会
議
で
演
説
し
た
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
エ
リ
ー
ト
は
、

独
立
よ
り
も
州
と
し
て
の
編
入
を
望
ん
で
い
た
し
、
議
場
委
員
の
ウ
ォ
ー
ド
も
こ
れ

を
強
く
支
持
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
〇
九
年
の
モ
ホ
ン
ク
湖
会

議
の
決
議
に
は
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
を
含
め
た
植
民
地
を
自
治
へ
と
至
ら
せ
る
と
い
う

合
衆
国
の
義
務
は
、
必
ず
し
も
植
民
地
の
最
終
的
な
州
化
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

い
と
記
さ
れ
た$9

。
こ
れ
は
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
「
有
色
人
種
」
の
大
衆
を
合
衆
国
民

に
す
る
こ
と
を
会
議
指
導
部
が
問
題
視
し
た
結
果
だ
っ
た
。

こ
の
決
議
を
強
く
推
奨
し
た
ア
ボ
ッ
ト
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
満
足
の
い

く
決
議
で
は
な
か
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
彼
は
、「
現
在
の
政
府
は
『
合
衆
国
の

保
護
下
で
、
そ
の
主
権
に
従
属
す
る
自
治
政
府
』
を
最
終
的
に
も
た
ら
す
た
め
に
形

作
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
は
っ
き
り
と
宣
言
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

彼
に
と
っ
て
、「
劣
っ
た
有
色
人
種
」
は
、
合
衆
国
に
と
っ
て
不
必
要
な
存
在
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
見
解
は
、
次
の
文
章
に
表
れ
て
い
る
。

プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
混
血
、
ハ
ワ
イ
の
混
血
人
種
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
マ
レ
ー
（
人

種
）
は
、
・
・
・
最
終
的
に
自
治
に
至
る
準
備
を
す
る
た
め
の
手
助
け
を
、

我
々
に
求
め
る
権
利
が
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
（
合
衆
国
）
の
統
治
を
手
助
け

す
る
た
め
に
、
我
々
が
彼
ら
を
（
合
衆
国
に
）
招
き
入
れ
る
こ
と
を
求
め
る
権

利
は
、
彼
ら
に
は
な
い%0

。

以
上
、
こ
の
項
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
出
席
者
は
、
プ
エ
ル
ト

リ
コ
下
院
に
よ
る
予
算
否
決
「
事
件
」
を
エ
リ
ー
ト
の
政
治
的
な
能
力
の
欠
如
を
示

す
も
の
と
し
て
失
望
し
た
。
し
か
し
、「
事
件
」
の
原
因
を
、「
有
色
人
種
」
の
「
人

種
的
な
劣
等
性
」
に
帰
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
会
議
指
導
部
に
よ
る

オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
法
案
や
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
州
化
の
議
論
で
は
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人

大
衆
は
、
無
能
で
合
衆
国
に
と
っ
て
不
必
要
な
「
人
種
」
と
み
な
さ
れ
、
州
化
や
選

挙
権
の
付
与
は
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
事
例
と

同
様
に
、
会
議
の
「
有
色
人
種
」
に
対
す
る
差
別
意
識
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
み
な
し

て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
事
例
と
は
異
な
る
。

そ
の
た
め
、
相
違
が
生
じ
た
理
由
に
つ
い
て
、
次
段
で
補
足
的
な
説
明
を
し
て
お
き

た
い
。

プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
エ
リ
ー
ト
に
対
す
る
会
議
出
席
者
の
発
言
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人

エ
リ
ー
ト
に
対
す
る
場
合
と
異
な
っ
た
理
由
は
、
生
物
学
的
な
人
種
決
定
論
の
影
響

を
受
け
た
彼
ら
の
「
階
層
的
な
人
種
認
識
」
に
求
め
ら
れ
る
。
会
議
出
席
者
は
、
フ

ィ
リ
ピ
ン
人
エ
リ
ー
ト
を
東
洋
人
・
「
有
色
人
種
」
と
み
な
し
て
い
た
一
方
で
、
ス

ペ
イ
ン
人
を
祖
先
に
持
つ
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
エ
リ
ー
ト
（
ス
パ
ニ
ヤ
ー
ド
）
を
「
生

粋
の
」
西
洋
人
・
白
人
で
は
な
い
に
せ
よ
、
白
人
・
有
色
人
種
の
境
界
に
位
置
す
る

存
在
と
み
な
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
会
議
出
席
者
は
、「
白
人
の
血
」
を
持
つ
プ

エ
ル
ト
リ
コ
人
エ
リ
ー
ト
を
、「
生
粋
の
有
色
人
種
」
で
あ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
や
プ

エ
ル
ト
リ
コ
人
大
衆
と
明
確
に
区
別
し
て
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る%1

。
プ
エ
ル
ト
リ

コ
人
エ
リ
ー
ト
の
政
治
能
力
の
欠
如
を
「
白
人
種
」
一
般
で
は
な
く
、「
ア
ン
グ
ロ

サ
ク
ソ
ン
」
と
の
比
較
に
お
い
て
批
判
し
た
先
述
の
デ
ー
ビ
ス
の
発
言
も
、
こ
れ
を

裏
付
け
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
各
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
モ
ホ
ン
ク

湖
会
議
の
紹
介
記
事
や
こ
れ
ら
に
転
載
さ
れ
た
決
議
文
で
は
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
エ

リ
ー
ト
と
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
大
衆
と
を
区
別
で
き
る
だ
け
の
情
報
を
、
各
雑
誌
の
読
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み
手
に
与
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
植
民
地

の
「
改
革
は
急
ぎ
す
ぎ
で
あ
る
」
と
か
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
は
「
合
衆
国
の
下
で
の

長
期
の
保
護
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
っ
た
島
全
体
の
状
況
に
関
す
る
会
議
の
評
価
し

か
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た%2

。
し
た
が
っ
て
、
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
の
文
脈
で
は
、
エ
リ

ー
ト
を
含
め
た
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
全
体
は
、
ハ
ワ
イ
人
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
、
ア
メ
リ

カ
先
住
民
と
同
じ
く
、「
人
種
的
に
劣
っ
た
従
属
民
」
と
し
て
の
み
、
合
衆
国
社
会

に
報
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
は
、
二
十
世
紀
の
最
初
の
十
年
間
、
ア
メ
リ
カ
先
住
民
に
加
え

て
、
ハ
ワ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
と
い
う
新
し
く
獲
得
し
た
領
土
の
住

民
改
革
に
乗
り
出
し
た
。
そ
し
て
、
植
民
地
関
係
者
の
招
聘
、
議
事
録
の
出
版
と
配

布
、
新
聞
・
雑
誌
編
集
者
や
記
者
の
積
極
的
な
呼
び
込
み
な
ど
を
通
し
て
、
人
種
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
改
革
の
専
門
家
に
よ
る
、
新
し
く
獲
得
し
た
地
域
の
住
民
に
関
す
る
唯

一
の
改
革
会
議
と
し
て
合
衆
国
社
会
に
認
知
さ
れ
た
。

と
は
い
え
、
十
年
間
の
議
論
の
末
に
至
っ
た
会
議
と
し
て
の
結
論
は
、
目
新
し
い

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
結
論
は
、
会
議
が
そ
れ
ま
で
行
っ
て
い
た

ア
メ
リ
カ
先
住
民
改
革
と
同
様
に
、
ハ
ワ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
住

民
を
自
己
決
定
能
力
を
持
た
な
い
「
人
種
的
に
劣
等
な
無
能
者
」
と
し
て
扱
う
べ
き

と
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
各
節
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、「
有
色
人
種
」
に
対
す
る
差
別
意
識
を

前
提
と
し
た
会
議
の
ス
タ
ン
ス
は
、「
科
学
的
」
人
種
論
の
影
響
が
強
く
み
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
（
第
四
節
）
と
は
い
え
、
基
本
的
に
は
、
十
九
世
紀
末
以
来
そ
の
ま

ま
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
先
住
民
改
革
の
経
験
を
持
つ
会
議
指
導
部
の
み
な

ら
ず
、
演
説
者
と
し
て
新
た
に
招
聘
さ
れ
た
植
民
地
官
僚
に
も
み
ら
れ
た
傾
向
で
あ

っ
た
。
ク
レ
ー
マ
ー
が
い
う
よ
う
に
、
一
九
〇
〇
年
代
前
半
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
い

て
は
、
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
フ
ィ
リ
ピ
ン

人
の
「
潜
在
能
力
」
を
強
調
す
る
発
言
も
た
し
か
に
み
ら
れ
た
（
第
三
節
）。
し
か
し
、

会
議
の
場
合
、
そ
れ
は
政
治
的
権
利
に
関
係
な
い
議
論
に
限
定
さ
れ
た
し
、
そ
も
そ

も
、
こ
の
よ
う
な
対
比
は
、
十
九
世
紀
末
の
先
住
民
改
革
に
お
い
て
み
ら
れ
た
も
の

で
も
あ
っ
た
。

一
方
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
エ
リ
ー
ト
の
事
例
は
、
会
議
に
お
け
る
、
彼
ら
の
「
政

治
的
無
能
」
の
議
論
が
「
有
色
人
種
」
に
対
す
る
差
別
思
想
に
結
び
つ
か
な
か
っ
た

点
で
、
特
殊
で
あ
る
（
第
四
節
）。
し
か
し
、
こ
れ
は
彼
ら
の
「
白
人
の
血
」
ゆ
え
で

あ
り
、
彼
ら
が
「
有
色
人
種
」
の
例
外
と
み
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、

「
白
人
の
血
の
含
有
量
」
の
多
い
「
混
血
」
が
「
純
血
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
よ
り
も

優
秀
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
、
十
九
世
紀
末
の
先
住
民
改
革
者
の
発
言
に
も
み
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
十
九
世
紀
以
来
の
議
論
を
ふ
ま
え
て
考

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

も
う
一
方
の
特
殊
な
例
と
し
て
、
ウ
ォ
ー
ド
（
第
三
節
）
や
オ
カ
ン
ポ
の
演
説

（
第
四
節
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、「
有
色
人
種
」
を
「
劣
等
者
」
と
み
る
見
方

に
抗
議
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
発
言
を
な
し
た
者

は
会
議
の
少
数
に
止
ま
る
た
め
、
そ
の
発
言
を
も
っ
て
、
会
議
全
体
を
評
価
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
彼
ら
の
発
言
は
、
会
議

の
決
議
や
雑
誌
な
ど
の
会
議
に
関
す
る
記
事
を
通
し
て
世
論
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。

以
上
、
本
稿
で
分
析
し
て
き
た
事
実
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
と
い
う

事
例
に
お
い
て
、
十
九
世
紀
末
の
先
住
民
改
革
と
二
十
世
紀
初
頭
の
ハ
ワ
イ
・
フ
ィ

リ
ピ
ン
・
プ
エ
ル
ト
リ
コ
住
民
改
革
と
は
、
改
革
の
担
い
手
が
連
続
し
て
い
た
だ
け

で
は
な
く
、「
改
革
対
象
」
で
あ
る
各
地
域
の
「
有
色
人
種
」
に
対
す
る
改
革
者
の

差
別
思
想
も
連
続
し
て
い
た
、
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
有
色
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人
種
」
を
劣
等
と
み
な
す
主
張
や
、
彼
ら
の
政
治
的
権
利
の
制
限
を
訴
え
る
主
張
は
、

先
住
民
改
革
以
来
、
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
に
一
貫
し
て
み
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
稿
の
研
究
史
上
の
意
義
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
本
稿

で
試
み
た
よ
う
に
、
十
九
世
紀
末
の
「
内
国
植
民
地
」
と
二
十
世
紀
以
降
の
「
公
式

植
民
地
」
と
の
思
想
的
な
共
通
性
や
連
続
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
合
衆
国
史
の
中

で
常
に
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
る
植
民
地
の
歴
史
を
、
合
衆
国
通
史
の
中
に
位
置
づ

け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
の
結
果
、
先
住
民
史
、
植
民
地
史
、
帝
国
史
の
み
な
ら

ず
、
近
年
の
西
部
史
や
、
人
種
や
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
歴
史
を
、
そ
れ
ぞ
れ

相
互
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
て
よ
い%3

。
ま
た
、

「
内
国
植
民
地
」
と
「
公
式
植
民
地
」
と
の
関
係
性
に
注
目
す
る
昨
今
の
植
民
地
主

義
研
究
な
ど
と
問
題
設
定
を
共
有
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
を
こ
の
よ
う
な
広
い
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脈
に
位
置
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け
、
議
論
し
て
い
く
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め
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、
ア
メ
リ
カ
先
住
民
や
、
ハ
ワ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
住
民

側
の
史
料
を
さ
ら
に
読
み
進
め
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。
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D
evin

s,
“T

ru
e

F
rien

ds
of

A
m

erican
W

ards:
In

dian
s,

P
orto

R
ican

s,
F

ilippin
os

an
d

H
aw

aiian
s

C
on

sid
ered

a
t

th
e

M
oh

on
k

C
on

feren
ce,”

N
ew

Y
ork

O
b

server
2

7

O
ctober

1904,541-3.

@8

宮
下
「
ア
メ
リ
カ
革
新
主
義
」、
五
〇
〜
五
一
頁
参
照
。
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@9

例
え
ば
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
対
策
局
長
だ
っ
た
教
育
者
ト
マ
ス
・
Ｊ
・
モ
ー
ガ
ン
は
、

一
八
九
〇
年
の
ウ
ン
デ
ッ
ト
ニ
ー
虐
殺
事
件
に
つ
い
て
、「
騒
乱
」
を
起
こ
し
た
「
野

蛮
」
な
先
住
民
と
、「
騒
乱
」
の
最
中
で
も
「
キ
リ
ス
ト
教
化
・
文
明
化
」
の
た
め
の

授
業
を
続
け
た
先
住
民
学
校
と
を
対
比
し
て
、
後
者
を
称
え
た
。D

epartm
en

t
of

In
terior,

B
oard

of
In

dian
C

om
m

ission
ers,

J
ou

rn
al

of
th

e
T

w
en

tieth

A
n

n
u

al
C

on
feren

ce,
w

ith
R

epresen
tatives

of
M

ission
ary

B
oard

s
an

d

In
d

ian
R

igh
ts

A
ssociation

(W
ash

in
gton

,D
C

,1891),166.

#0

L
ilian

D
.

P
ow

ers,
ed.

L
M

C
IO

D
24

(N
ew

Y
ork

:
L

M
C

,
1906),

74-8

(speech
by

W
illiam

H
ayes

W
ard.)

#1

L
ilian

D
.P

ow
ers,ed.L

M
C

IO
D

25
(N

ew
Y

ork:L
M

C
,1907),14

(address

by
A

n
drew

S
loan

D
raper).

#2

F
rederick

E
.H

oxie,A
F

in
al

P
rom

ise:T
h

e
C

am
paign

to
th

e
In

d
ian

s,

1880-1920
(L

in
coln

:U
n

iv.of
N

ebraska,1984),211-38.

#3

議
会
選
挙
を
含
む
一
九
一
〇
年
代
の
政
治
状
況
に
つ
い
て
は
、P

aulD
.H

utchcroft,

“C
olon

ial
M

asters,
N

ation
al

P
oliticos

an
d

P
rovin

cial
L

ords:
C

en
tral

A
u

th
ority

an
d

L
ocal

A
u

ton
om

y
in

th
e

A
m

erican
P

h
ilippin

es,
1900-

1913,”
J

ou
rn

al
of

A
sian

S
tu

d
ies

59
(M

ay
2000):277-306

を
参
照
。

#4

M
ich

ael
E

d
w

ard
D

riscoll,
“O

u
r

P
h

ilip
p

in
e

E
n

tan
glem

en
t,”

in

L
M

C
IO

D
25,ed.L

ilian
D

.P
ow

ers
(N

ew
Y

ork:L
M

C
,1907),99-104.

#5

E
[ben

ezer]
J.

H
ill,

“A
m

erican
O

ccu
pation

of
th

e
P

h
ilippin

es”
in

L
M

C
IO

D
26,ed.L

ilian
D

.P
ow

ers
(N

ew
Y

ork:L
M

C
,1908),126-36.

#6

P
au

lC
h

arlton
,“T

h
e

P
h

ilippin
e

A
ssem

bly,”
in

L
M

C
IO

D
25,77-84.

#7

M
ason

S
.S

ton
e,“T

h
e

P
h

ilippin
es:A

n
O

pportu
n

ity,”
in

L
M

C
IO

D
26,

84-88.

#8

S
im

on
R

edbird,
“In

dian
’s

V
iew

of
th

e
In

dian
P

roblem
,”

in
L

M
C

IO
D

26,47-50.

#9

V
in

cen
t

A
lbert,

“T
h

e
F

ilipin
o’s

A
ttitu

de
tow

ard
th

e
U

n
ited

S
tates,”

in
L

M
C

IO
D

25,107-10.

$0

P
ablo

O
cam

po,
“A

spiration
of

th
e

F
ilipin

o,”
in

L
M

C
IO

D
26,

78-83;

な
お
、
彼
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
で
始
め
て
会
議
の
議
場
委
員
に
選
出
さ
れ
た
。
し
か

し
、
彼
の
意
見
は
、
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
の
決
議
に
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
。

$1

P
ow

ers,ed.,L
M

C
IO

D
25,14-20

(address
by

A
n

drew
S

.D
raper.)

$2

Joh
n

B
an

croft
D

evin
s

“D
ep

en
d

en
t

P
eop

les
H

ave
F

rien
d

s:
T

w
o

H
u

n
dred

of
T

h
em

G
ath

er
at

M
oh

on
k

to
C

on
sider

th
eir

In
terests,”

N
ew

Y
ork

O
bserver

31
O

ctober
1907,552,569-70;O

u
tlook,2

N
ovem

ber

1907,467-8.

$3

一
九
〇
〇
年
代
の
プ
エ
ル
ト
リ
コ
史
に
つ
い
て
は
、P

edro
A

.
C

aban
,

C
on

-

stru
ctin

g
a

C
olon

ial
P

eople:
P

u
erto

R
ico

an
d

th
e

U
n

ited
S

tates,
1898-

1932
(C

olorado:
W

estview
P

ress,
1999),

122-61;

阿
部
小
涼
「
併
合
さ
れ
な

い
領
土
」
を
参
照
。

$4

こ
の
「
事
件
」
に
つ
い
て
は
、T

ru
m

an
R

.C
lark,“E

du
catin

g
th

e
N

atives

in
S

elf-G
overn

m
en

t:
P

u
erto

R
ico

an
d

th
e

U
n

ited
S

tates,
1900-1933,”

P
acific

H
istorical

R
eview

42
(M

ay
1973):

224-5;

プ
エ
ル
ト
リ
コ
下
院
議
員

の
視
点
か
ら
の
「
事
件
」
の
説
明
は
、C

ayetan
o

C
oll

y
C

u
ch

i,
“A

D
efen

se
of

P
orto

R
ico,”

in
L

M
C

IO
D

27,
ed.

H
.

C
.

P
hillips

(N
ew

Y
ork:

L
M

C
,

1909),

173-80.

$5

G
eorger

W
.D

avis,“P
orto

R
ico:Its

P
resen

t
an

d
F

u
tu

re,”
in

L
M

C
IO

D

27,
149-59;

R
egis

H
[en

ri]
P

ost,
“S

om
e

F
acts

of
In

terest
C

on
cern

in
g

P
orto

R
ico,”

in
L

M
C

IO
D

27,180-6.

$6

H
enry

S
.H

askins,ed.,“P
latform

of
the

T
w

enty-E
ighth

A
nnual

L
ake

M
oh

on
k

C
on

feren
ce

of
F

rien
ds

of
th

e
In

dian
an

d
O

th
er

D
epen

den
t

P
eoples,1910,”

in
L

M
C

IO
D

28
(N

ew
Y

ork:L
M

C
,1910),8-9.

$7

オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
法
案
に
つ
い
て
は
、H

erbert
P

arson
s,

“T
h

e
O

lm
stead

[sic]
B

illan
d

Its
P

rovision
s,”

in
L

M
C

IO
D

28,134-140

参
照
。

$8

[L
ym

an
A

bbott],
“P

orto
R

ico:
P

roposed
C

on
stitu

tion
al

C
h

an
ges,”

O
u

tlook
2

F
ebru

ary
1910,323;[L

ym
an

A
bbott],“T

h
e

M
oh

on
k

In
su

lar

P
latform

,”
O

u
tlook

5
N

ovem
ber

1910,527-8.
$9

P
h

illips,
ed.,

“P
latform

of
th

e
T

w
en

ty-E
igh

th
A

n
n

u
al

L
ake

M
oh

on
k

C
on

feren
ce

of
F

rien
ds

of
th

e
In

dian
an

d
O

th
er

D
epen

den
t

P
eoples,

1909,”
in

L
M

C
IO

D
27,9.

%0

[L
ym

an
A

bbott],
“O

u
tlook’s

In
su

lar
P

olicy,”
O

u
tlook

18
D

ecem
ber

1909,847-50.
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%1

プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
エ
リ
ー
ト
自
身
も
、
自
治
権
の
獲
得
へ
向
け
た
動
き
の
中
で
、

彼
ら
を
「
ニ
グ
ロ
」
と
同
様
な
存
在
と
み
な
す
認
識
の
訂
正
を
強
く
求
め
、
自
ら
の

属
す
る
階
級
の
「
白
人
性
」
を
強
く
主
張
し
た
。
例
え
ば
、
モ
ホ
ン
ク
湖
会
議
に
招

聘
さ
れ
た
ト
ゥ
ー
リ
オ
・
ラ
リ
ナ
ガ
は
、「
最
も
黒
い
（dark

est

）
色
の
我
々
の
住

民
の
実
生
活
を
思
わ
せ
る
絵
画
的
な
イ
ラ
ス
ト
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
」
プ
エ
ル
ト
リ

コ
人
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
人
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
対
し
て
不
満
を
述
べ
て
い
る
。

T
u

lio
L

arrin
aga,

“P
ort

R
ico’s

A
ttitu

de
tow

ard
th

e
U

n
ited

S
tates,”

in

L
M

C
IO

D
25,159.

%2

H
a

sk
in

s,
ed

.,
“P

la
tform

of
th

e
T

w
en

ty-E
igh

th
A

n
n

u
a

l
L

a
k

e

M
oh

on
k,”

in
L

M
C

IO
D

28,
8-9;

N
ew

Y
ork

O
bserver

4
N

ovem
ber

1909,

589-92;
E

rn
est

H
am

lin
A

bbott,
“T

h
e

L
ak

e
M

oh
on

k
C

on
feren

ce,”

O
u

tlook
31

O
ctober

1909,492-4.

%3

ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
人
種
と
が
建
国
期
か
ら
現
在
ま
で
密
接
に
関
係
し
て
い
た
こ

と
は
、
次
の
論
文
集
に
よ
っ
て
精
緻
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
川
島
正
樹
編
『
ア
メ
リ

カ
ニ
ズ
ム
と
人
種
』（
二
〇
〇
五
年
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
）。
近
年
の
合
衆
国
西
部

史
に
つ
い
て
は
、
ハ
ワ
ー
ド
・
Ｒ
・
ラ
マ
ー
以
降
、
そ
れ
を
「
帝
国
史
」
と
し
て
読

み
替
え
る
作
業
が
続
い
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、P

atricia
N

elson
L

im
erick,

L
egacy

of
C

on
qu

est:
T

h
e

U
n

broken
P

ast
of

th
e

A
m

erican
W

est
(N

ew

Y
ork:W

.W
.N

orton
,1987);P

atricia
N

elson
L

im
erick,C

lyde
A

.M
iln

er

II
an

d
C

h
arles

E
.

R
an

k
in

,
ed

s.,
T

ra
ils:

T
ow

a
rd

s
a

N
ew

W
estern

H
istory

(L
aw

ren
ce:U

n
iv.P

ress
of

K
an

sas,1991)

を
参
照
。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

349

一
四
三

「
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
改
革
」
か
ら
「
植
民
地
改
革
」
へ


